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超音波検査の「パニック所見：緊急に対応すべき異常所見」 (提出案) 

超音波検査時の「直ちに報告すべき異常値/異常所見」検討小委員会 

委員長  松尾 汎（松尾クリニック）  副委員長 平井都始子（奈良医大） 

委員 （領域 ・ 50音順） 

頭頚部  濱口 浩敏（北播磨医療センター） 

心臓   泉 知里（国循センター）、大門 雅夫（東京大）、 山田 博胤（徳島大） 

腹部   上原 麻理子（国立成育センター）、岡庭 信司（飯田市立病院）、千葉 裕（桔梗ヶ原病院） 

血管   赤坂 和美（旭川医大） 

技師   石崎一穂（三井記念病院）、川端 聡（住友病院）、三木 俊（東北大） 

山本幸治（済生会松阪病院） 

 

【はじめに】 

パニック値とは、「生命が危ぶまれるほど危険

な状態にあることを示唆する異常値で、直ちに治

療を開始すれば救命しうるが、その診断は臨床的

な診察だけでは困難で、検査によってのみ可能で

ある」と定義されている 1)．検体検査においては諸

学会からパニック値や緊急報告値として提示され

ているが、生理検査・超音波検査については殆ど

明示されていない． 

超音波検査でも前述の「パニック値の定義」に

準じた定義が可能であり、かつ間近の被検者の症

状や状態の緊急度も参考にできることから、「緊急

に対応すべき異常所見（異常値）」を明確化し提示

することにより、より臨床に広く活用されることが

期待される．だだし、超音波検査中にバイタルサ

イン悪化が疑われた場合は、直ちに検査を中止し、

報告、必要な緊急対応を要請するよう留意する． 

 

【目的】 

本委員会では、超音波検査も検体検査での「パ

ニック値の定義」に準じた定義は可能であるが、

数値のみで提示される「検査値」とは異なる「超音

波所見」による提示が求められることや、間近に

居る被検者の症状や状態に合わせて緊急度を判

断する事もできることから、「パニック値」とは呼称

せず、①「直ちに報告/処置すべき緊急所見（値）」

と②「速やかに報告/処置すべき準緊急所見（値）」

に層別化した「パニック所見：緊急に対応すべき異

常所見」として明確化することを目的とした． 

すなわち、超音波検査時の緊急に対応（認知/

報告/確認依頼/診断/処置）すべき異常所見（一部

に異常値を含む）の候補について、各超音波検査

領域で明示することにより、また伝達方法も提案し、

各施設ごとでの体制の確立によって得られる診療

変容を通じて、施設間格差を減らし、結果として広

く臨床に役立つことを期するものである． 

加えて、随時、診療変容の実態調査が行われ、

変容効果の検証もなされることが望まれる． 

 

【領域および層別化について】 

1．各検査領域の設定 

超音波検査の対象領域が異なることから、本

検討では頭頸部、心臓、腹部、血管の 4 領域で

提示する． 

 

2．名称と層別化の解説 

a)「検査値」と「超音波所見」の違い 

ここで、「パニック値」ではなく、名称を「パニック

所見：緊急に対応すべき異常所見」とした経緯に

ついて述べる． 
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検体検査の数値で示される「パニック値」の語

句は 50年近くに渡り、検査値の「極端値」とも区別

され、広く臨床に応用されてきた語句であり、既に

それが示す概念は確固として定着している．すな

わち、「パニック値」は、定められた範囲を逸脱した

数値で、「早急な治療介入が必要となる異常値」で

あり、被検者とは離れた場所で、検体から得られ

る「数値」を用いて、緊急に臨床現場に連絡すべ

き「数値」として運用されてきた． 

しかし、「超音波所見:ultrasonic findings」は数値

化が困難な画像データであるため、画一的にまと

めることは困難であり、「超音波画像を見て、考え

出した結果」であることから、計測で得られる「数

値」と同様には扱えない．さらに、被検者の間近で

（側で：そばで）得られる「所見」を、被検者とは離

れた「検体から得られた値」と同等に扱うことには

議論もあることから、曖昧なままには使用せず、

「パニック所見：緊急に対応すべき異常所見」の用

語を使用することとした． 

なお、基本的なことだが、「パニック値」でもその

精度が必須であるように、超音波検査から得られ

た情報が「緊急所見（値）」（超音波画像所見や計

測値）であると判断する前提として、その情報の正

確性や精度が、使用機器の不断の整備や検査実

施者の高度な技術や広い知識によって最大限に

担保されていることが必須である． 

 

b)画像所見の「認知/報告/診断/処置」＝「対応」 

本検討では「緊急に報告すべき所見(値)」の候

補を提示することにより、被検者に迅速で適切な

処置などがなされることを目的としており、「画像」

→「所見」→「診断」→「処置」の手順(これらの手

順・工程を「対応」と称する)を想定している． 

医師が所見から「診断」して処置を行うことは可

能であるが、検査技師は「画像・所見を認知/報告」

して、確認依頼をすることは可能であるが、診断

や処置を行うことはできない．すなわち、技師は得

られた画像・所見が「重篤な病態/疾患である」と診

断することはできない．しかし、「重篤もしくは注意

を要する病態/疾患を考慮すべき画像・所見の候

補」を予め明示しておくことにより、技師が検査を

行った場合に、「報告すべき画像・所見の候補あり」

と認知して速やかに「医師に報告」、「確認依頼」を

することは可能である．その速やかな報告/確認依

頼を受けて、迅速かつ的確に医師により診断され、

被検者は迅速に適切な処置を受けることができる

ようになる(=「対応」の完結)と想定され、広く臨床

に寄与し得ると考えられる． 

繰り返すが、「直ちに報告すべき情報」は、技師

や専門以外の医師が検査した場合には「認知/報

告/確認依頼」であるが、緊急処置が可能な医師/

専門医が超音波検査を行った場合には認知直ち

に「診断」され、「処置」すべきが適当である． 

それら一連の認知/報告/診断/処置をまとめて

「対応」と称することとし、本検討では「パニック所

見：緊急に対応すべき異常所見」として検討/提示

した． 

 

c）「報告の要否」に関する検討 

「パニック値の定義」に準じて超音波検査でも緊

急所見の候補を挙げることはできるが、検査が被

検者の間近（側：そば）でなされることから、被検者

の症状や状態（病歴）に応じて緊急度を判断する

事も可能である（「①（被検者）情報」）．すなわち、

「①情報」を参考に、超音波検査から得られた所

見が「緊急報告所見」として認知/報告/確認依頼を

要するか否かを判定できる（「②緊急報告所見」の

検討）．しかし、診療の体制・態勢（検査技師単独

から医師常在態勢、救急体制など）が、大病院や

クリニックなどによって異なることから、これら現場

での報告/確認依頼方法の運用も各施設に応じて

検討し、設定しておく必要がある（「③運用法」）． 

先ず、超音波検査は被検者の間近で実施する

ことから、救急であっても検査開始時の意識状態、

バイタルサイン、症候などから判断できる「①情報」

がある．すなわち意識障害や胸痛などの緊急を要

する症候（①情報）から疑われた重篤な疾患の所

見候補（例として内頸動脈狭窄、新規心臓壁運動

異常、デブリエコーを伴う腹腔の液体貯留など）を

医師ではなく、技師が認めた場合は、直ちに/速

https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8B%E3%81%A6
https://www.weblio.jp/content/%E8%80%83%E3%81%88
https://www.weblio.jp/content/%E8%80%83%E3%81%88
https://www.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E3%81%97
https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E6%9E%9C
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やかに報告/確認依頼を行う必要がある．一方、

事前の「①情報」とは関連無く、緊急/準緊急所見

を偶然に発見した場合(unexpected)や新たに観ら

れた場合も直ちに/速やかな報告/確認を要する． 

次いで、ルチン検査では、被検者からの「①情

報」は、超音波検査を行う前に、その検査目的や

病歴、症候および身体所見（バイタルサインを含

む）などを俯瞰した後に実施することが通常である．

従って、大まかな病態は想定して実施しているの

で、想定外の所見などに遭遇する頻度は低く、既

往で想定される所見の場合は、既知の所見として

早期報告の必要はない．例えば、大動脈解離の

経過観察例に「②緊急報告所見：フラップ」を認め

た場合も、然りである．しかし、偶然に「事前」の①

情報が無い、または新たな（新規）「②緊急報告項

目」が発見された場合には、緊急/準緊急所見とし

て直ちに/速やかに報告/確認依頼が必要である． 

なお、重要な注意点であるため繰り返すが、異

常所見の内容に関わらず、検査中、目視的にバイ

タルサイン悪化が疑われた場合には、直ちに検査

を中止し、報告または必要に応じて緊急対応を要

請することを忘れてはならない． 

さらに、それら所見の「報告体制」の構築（「③運

用法」）も重要である．確かに、救急現場等では医

師の同席に伴い直ちに処置され、報告の要が無

いこともある．しかし、その場合でも、認知した技

師が「緊急に対応すべき所見」を医師と共に確認

する意義はあり、また、何処でも常に医師が同席

している態勢とは限らず、技師のみで判断を要請

される局面もある．また、最近は、超音波検査を技

師のみで実施している施設も増加していることか

ら、それぞれの施設に応じた緊急報告体制によっ

て「③運用法」を定めておく必要がある．  

本検討は、超音波検査での「②緊急報告所見

の候補」を明確化することを目的として推敲し、緊

急所見の候補として提示したが、それらは画一的

ではなく、施設によってそれらを吟味（採択、追加

など）し、加えて、「③運用法」も併せて設定するこ

とを推奨する．すなわち、大病院などの様に医師

が常在する施設では「直ちに報告候補」を提示し

て「直ちに診断/処置」することが可能だが、検査

技師のみが実施するクリニックなどでは、技師は

診断行為ができないことから、「直ちに報告候補」

を提示して「医師による診断/処置」を喚起するた

めの手順・運用法（医師への報告体制）が必要と

なる．事前に今回挙げた緊急報告項目候補の吟

味（採択、追加など）に加えて、各施設に合わせた

独自の「③運用法：報告体制」の設定もしておくこ

とが重要である． 

「③運用法」としては、その報告の時期、報告者

や対象、報告手段など（表.1）が、その検証と共に

極めて重要である． 

異常所見/値の「報告時期」は a)直ちに報告、b)

検査後直ぐに報告であり、それら以外は c)通常報

告となるが、後述の階層化に述べるごとく「早期に

確実な報告」を要する病態（悪性腫瘍や血流障害

など）にも、充分な配慮が必要である．また、検証

（後述）と同様に受領確認(通常検査結果報告も含

む)の徹底などへの工夫も求められる． 

「報告者」は検査を実施した者(主体)が行うが、

「報告対象」は施設によって異なり、必要により検

査主任技師を経る場合もあるが、迅速に医師（超

音波や救急当番医、指示医や主治医、または専

門医）に報告/確認依頼をして処置が検討される． 

「報告手段」は直接口頭で可能なこともあるが、

電話、メールなどの連絡システムを媒体として行

われることもある．いずれにしても「確実な伝達手

段」が求められている．確認依頼の記録として「報

告書兼確認依頼書」を作成し、時刻や連絡を受け

た医師名などを電子カルテなどにも明記し、それ

らの記録を保存する． 

画像・所見に基づく「診断」は医師のみが可能で

あることから、当番医、指示医、主治医、専門医な

どに伝達され、確認されることが必須であり、各施

設で受領の確認法を明確化しておく（伝達完了）． 

加えて、その後の検証を定期的に実施すること

によって、常により迅速かつ確実に「緊急異常所

見/値」が臨床に活かされるように進化し続けるよ

う努める． 
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表.1 直ちに対応すべき異常所見    

の報告方法  

  e)階層化の分類 

まず、検査結果の報告は緊急性の有無にかか

わらず「迅速」かつ「確実」に指示医へ伝達される

ことが必須で、報告の遅延や不着により被検者に

不利益をもたらすことがないようにするための不

断の quality controlが求められている．「確実な伝

達」はいかなる検査においても必須であり、常に

検証され続けられるべき案件である． 

次いで、その「②緊急報告」の候補に関しては

「緊急度の階層化」（表.2）として、以下の３段階が

想定される． 

第一に、「直ちに何か治療を開始しなければ死

に至る／重篤な後遺症を来す可能性がある病態」

である．すなわち「緊急」として、直ちに対応すべき

重篤な病態で、それら重篤な病態を考慮すべき

「所見」が新たに観られた場合は、検査を中断し、

直ちに専門医の診断、処置などを要請する必要

があることから、直ちに関連医師へ報告する．例と

しては心タンポナーデや急性大動脈解離、腹腔内

出血などの救急疾患が挙げられる． 

第二には、直ちに何か治療をしなくともよいが、

「速やかに処置をせず放置すると死に至る／重篤

な後遺症を来す可能性がある病態」で、「準緊急」

として速やかに対応すべき、注意を要する病態で、

それら病態を考慮すべき「所見」が新たに観られ

た場合は、検査終了後、直ちに関連医師へ報告し、

対応を要請する．例に、急性胆管炎、膵炎、近位

型深部静脈血栓症などが挙げられる． 

三番目は、前者ほどの緊急性や重篤性はない

が、「早期に確実な報告を要する病態」がある．他

の検査時に悪性腫瘍や主要動脈の血流障害を疑

う所見を認めた場合などが候補である．心臓超音

波検査時に心窩部走査や胸水確認のために肋間

走査を行った際に、予期せぬ肝細胞がんや転移

性肝癌を発見することがある．また、腹部大動脈

の検査で累々と腫脹するリンパ節を見つけること

もある．また、頸動脈に「要注意プラーク」の潰瘍

病変，線維被膜が薄い病変，低輝度病変などに

ついても，早期経過観察が必要となる病変で，初

見で発見した場合には速やかに確実な報告を要

する．更に腹腔動脈や上腸間膜動脈などの腹部

主要血管に乱流を発見し高流速/狭窄所見を認め

た場合など、いずれも専門外の医師からの依頼の

場合、検査直後ではなくとも迅速に専門医へ診断/

処置を要請する必要がある．また、パニック所見

ではなくとも、依頼医が予期していない所見を認

めた場合にも連絡が必要である。例えば、腹痛の

原因が上腹部の原因を考慮して依頼された場合

の虫垂異常所見や後腹膜腫瘤病変などを認めた

報告すべき時期　 直ちに 検査後 早期に

報告主体　 検査者 検査主任

報告対象(医師)　　
　当番医(エコー/

救急）
　指示医/
主治医

専門医

報告確認手段　 口頭 電話 メール

記録 報告/確認依頼書 電子カルテ

所見に基づく診断
　当番医(エコー/

救急）
　指示医/
主治医

専門医

結果(伝達完了)　
確認依頼書記入
(時刻と医師名）

電子カルテ
記入

検証 報告結果の検証

【直ちに報告すべき異常値/異常所見の報告方法】
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場合にも迅速な連絡を要する。この様に緊急度や

重篤度を考慮すべき幾つかの病態があり、いずれ

も迅速に緊急所見が関連医師に伝わる様に工夫

すること(迅速診断/早期精査/処置要請)を推奨す

る．以上、パニック所見を含めた緊急所見に遭遇

した際のワークフローを図.1に示す． 

表.2 緊急度の階層化 

今回の検討では、対象を成人として、緊急度は

検体検査などで用いられるパニック値と同等の緊

急度/重篤度を想定していることから、「緊急」と「準

緊急」のみを取り上げ、悪性腫瘍などのように「早

期の確実な対応」を要請すべき病態に関しては、

検査後に緊急度や重篤度に応じて「迅速」かつ

「確実に連絡」するよう注意喚起をするに留めた． 

いずれにしても、通常検査も含めて、今回提示

した全ての階層で、担当医（指示医/主治医/緊急

当番医等）への「確実な報告」（これは通常のルチ

ン検査結果報告も含む）は必須である．各施設で、

それらの実効性の不断の検証(後述)を通じて、漏

れや遅延の無い「確実な報告体制」を構築し、維

持することも必要である（図.1）． 

【緊急異常所見（値）の検証】 

緊急異常所見（値）の報告方法とともに、その検

証も極めて重要である（表.1、図.1）． 

異常所見の報告時期は a)直ちに報告、b)検査

後直ぐに報告であり、それ以外は c)通常報告とな

るが、前述の如く、早期に「確実な報告」を要する

病態（悪性腫瘍、血流障害，急性疾患など）も、早

期に伝わるよう工夫する事が推奨される． 

それらの検証として、「伝達や受領確認の徹底」

など、不断の工夫が必要である．検証とは、各施

設で選択、追加した「緊急所見の適否」の検証と
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共に、報告主体から（必要により検査主任技師を

介し）、超音波や救急当番医師、指示医や主治

医、専門医などの「医師」に確認依頼が迅速且つ

確実に伝達され、処置が検討/実施されたこと(対

応の適格性)の検証も行うことである． 

報告所見の適格性や重篤度の評価が不適であ

った場合には、責任理由を精査し、修正する．連

絡システムなどの媒体を介して行われた場合、報

告、確認、処置などの時間を記入し、遅延や不着

の「原因の吟味」も必要である．いずれにしても

「確実に伝達されること」が求められており、加え

て、それらを記録（確認依頼書の作成や電子カル

テへの記入）することと、その保存も必要である． 

緊急所見に基づく「診断が可能な医師」へ伝達

されること（確認医師名を明記）は必須であり、そ

の結果として検討/実施された診断/処置の内容、

さらに被検者の転帰に関しても併せて調査/検証

する必要がある．さらに、それらの検証を、定期的

に繰り返し実施することを推奨する． 

【所見候補の検討結果】 

各領域別に、各所見とそれにより「考慮すべき

病態/疾患」の候補を列記して提示した(表.3).併せ

て、その所見と病態の簡潔な「解説」を加えた．各

論では、それら所見の実例(動画を含む)を提示し、

その特徴について付記した．ただし、各病態/疾患

に関する解説は、本検討委員会の目的を越える

ため省略し、成書に譲ることとした． 

初めに「所見/値」(候補)があって、報告された所

見から「考慮すべき病態/疾患」が推定され、医師

が重篤な病態/疾患と「診断」し、結果として「処置」

が為されること(＝対応)から、その順に提示した． 

《例示》【所見】淡い脳実質内高輝度超音波所見

（神経症状出現時） 

→脳内の血腫を考慮すべき＝脳出血を考慮し

て速やかに報告（準緊急） 

→医師の診断（脳出血） 

→救急処置（この段は、以下「→同」と略する） 

【所見】頸動脈内の oscillating thrombus 

→神経症状出現時は塞栓症を考慮すべき＝急

性頸動脈閉塞を考慮して直ちに報告（緊急）  

→医師の診断（脳梗塞急性期） →同 

【所見】全周性の心嚢液貯留+拡張早期右室虚

脱・後期右房虚脱+下大静脈拡大 

→心タンポナーデを考慮すべき＝直ちに報告 

→医師の診断（心タンポナーデ） →同 

【所見】デブリエコーを伴う腹腔・後腹膜腔の液

体貯留+内臓被膜断裂（＊デブリエコー=Debris echo：液体

の中に現れる膿汁，胆砂，沈殿物などに由来するエコーの意） 

→臓器損傷を考慮すべき＝直ちに報告  

→医師の診断（臓器損傷）  →同 

【所見】液体貯留を伴う膵腫大 

→急性膵炎を考慮すべき＝速やかに報告  

→医師の診断（急性膵炎）  →同   など 

なお，今回提示した所見候補は，一般的に緊急

対応が必須と思われる疾患が疑われるものに絞

り込んだ結果であり，決して候補にない所見での

緊急対応を否定するものではない．各施設は、各

施設の実情に応じ、この度提示したこれらの緊急

所見候補の吟味（必要により追加）し、現場への

充分な周知を図るため、パニック所見の知識周知

の機会（資料配付や勉強会など）を継続して設け、

超音波検査に携わる技師や医師に不断の注意喚

起を図ることを推奨する．（「パニック所見の周知」） 

併せて、通常検査報告も含めた報告および運

用体制を施設規模に応じて構築し、不断の改善・

更新を図るよう推奨する．（「運用法の検証」） 

【今後の課題】 

 今回提示した「パニック所見候補」(表.3,4)、「伝

達法」(表.1)や「ワークフロー」(図.1)などが、各現

場の実情に応じて広く活用され、臨床に役立つこ

とを期して作成した．臨床での活用には、それらを

充分に現場の技師や医師に周知することが必須

であり、加えてそれら所見候補の適格性や伝達法

の是非を、今後の絶え間ない検証を通じて、常に

改善を図り続けることも必要である． 

文献 1) Lundberg GD: When to panic over abnormal values. Med Lab Obs 1972; 4: 47-54. 
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表.3-a 緊急所見：頭頚部

 

表.3-b 緊急所見：血管
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表.3-c 緊急所見：心臓
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表.3-d 緊急所見：腹部

 

 

表.4-a 準緊急所見：頭頚部  
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 4-b 準緊急所見：血管

 

表.4-c 準緊急所見：心臓
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 表 4-d 準緊急所見：腹部 
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付録：超音波のパニック所見；緊急所見/準緊急所見

 


